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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(２) 財務内容の改善

① 外部資金その他の自己収入の増加に関する目標

中 １）科学研究費補助金，受託研究，寄附金等外部資金増加に関する目標
期 ・ 教育・研究・診療の実践的成果を通じた自主財源確保により，安定的な財政基盤の確立に努める。
目 ２）収入を伴う事業の実施に関する目標
標 ・ 国立大学法人にふさわしい事業を実施し，自主財源面の充実を図る。

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成19年度計画 状況

中 年 中 年
平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

１）科学研究費補助金，受託研 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
究，寄附金等外部資金増加に １．平成１８年度科学技術振興機構（ＪＳＴ） でに達成済みの中期目標・
関する具体方策 Ⅳ 連携して、山口大学で開催した新技術説明会 計画を引き続き発展・充実

において技術シーズを提供した。 させていく。
【２０９】 ２．産学連携推進を目的として，平成１７年度
・ 外部資金の増収を図る。 に工学系研究者要覧及び平成１８年度に農学

系研究者要覧を作成し，配布した。
３．平成１８年度にコーディネーターを追加配

置し，リエゾン活動体制を強化した。
４．受託研究（平成１８年度９２３，４７４千

円，対１５年度比２．６１倍），共同研究（平
成１８年度４５９，６９６千円，対１５年度
比１．０５倍），科学研究費補助金（平成１
８年度７２８，９１０千円，対１５年度比１．
１２倍）の増収を図った。

（参考）
◆受託研究

平成15年度 353,518千円，
平成18年度 923,474千円

◆共同研究
平成15年度 439,899千円，
平成18年度 459,696千円

◆科学研究費補助金
平成15年度 648,040千円，
平成18年度 728,910千円

◆厚生労働科学研究費補助金
平成15年度 158,460千円，
平成18年度 20,000千円

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．本学の最新の研究に関する情報を広く公表

するため「イブニングセミナー・イン・東京」
を毎年開催しており，平成19年11月～平成20
年１月に「宇宙・惑星的時間と認知的時間の
多様性」をテーマに講演を行った。同セミナ
ーは，同センターの東京会場から本学の３キ
ャンパス（吉田・小串・常盤）に遠隔講義シ
ステムを活用して配信し，学生及び教職員も
聴講した。

山口大学
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２．（独）科学技術振興機構及び（独）新エネ
ルギー・産業技術総合開発機構が主催する
「イノベーション・ジャパン」，（独）科学
技術振興機構及びCIC共催による「新技術説
明会」において，研究成果の発表，展示及び
個別相談を実施した。

【２１０】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 採択率向上のため，申請
・ 競争的研究資金の獲得をめ １．採択率向上のため，科学研究費補助金の審 書記載チェックリストの充

ざし，科学研究費補助金への Ⅲ 査員経験者等による説明会を毎年度開催する 実を図る。
教員全員の申請を原則的に義 とともに，平成１９年度に「応募のための手
務づける。 引き」を作成し，配布した。 ・ 公募要領説明会において

２．競争的研究資金獲得のため，メールマガジ アンケートを実施し,説明会
ンの発刊，Webページ及びメールによる情報 への参加者数の増加及び説
提供，中国経済産業局及び科学技術振興機構 明会の内容に関して,見直し
（ＪＳＴ）による公募説明会を学内で開催し を行う。
た。

・ 大学独自の支援及び地域
【２１０－１】 （平成19年度の実施状況） 連携活動を展開し，プロジ
・ 競争的資金獲得支援のために，情報 １．研究者による科学研究費補助金の申請計画 ェクト形成支援活動を強化

提供やプロジェクト形成支援などの機 調書の書き方説明会を計３回開催し，説明会 する。
能を強化する。 後，参加者にアンケートを求め，次回以降の

実施内容改善に努めた。
２．科研費採択率向上を目指し，「申請書記載

チェックリスト」を作成し,配布した。
３．上記の結果，実際応募した実応募者数は対

前年度１．０３倍（平成１８年度７１７人，
平成１９年度７３８人）の伸びとなった。

【２１０－１】
１．助成金獲得のため，Ｗｅｂページを改善し,

Ⅲ 利用者への利便性の向上を図るとともに，関
連する研究者へのメール配信により公募情報
の周知を行った。

２．遠隔地で開催される外部資金の制度説明会
に出席させるため,旅費の支援を行った。

３．山口大学独自の実用化支援プロジェクトと
して,７件を支援した。

４．「宇部コンビナート省エネ・温室効果ガス
削減研究協議会(会長:宇部市長)」に大学と
して参画し，大型研究開発プロジェクトを形
成して,政府の大型プロジェクトを獲得した。

【２１１】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
・ 共同研究，受託研究，寄附 ・受託研究（平成１８年度９２３，４７４千円， でに達成済みの中期目標・

金等による外部資金の受入れ Ⅲ 対１５年度比２．６１倍），共同研究（平成 計画を引き続き発展・充実
を毎年度，前年度よりも高め １８年度４５９，６９６千円，対１５年度比 させていく。
るように努める。 １．０５倍）の増収を図った。

（参考）
◆受託研究

平成15年度 353,518千円，
平成18年度 923,474千円

◆共同研究
平成15年度 439,899千円，
平成18年度 459,696千円

山口大学
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【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．産学公連携・創業支援機構において，機構

が主催するイベント，補助金及び助成金に関
する情報をメールマガジンとして定期的に配
信し，民間等で優れた研究開発やマネジメン
トに従事した客員教授によるセミナー等を開
催した。

２．コーディネータ等による地域におけるニー
ズ・シーズマッチング活動を行い，平成１９
年度は，受託研究１１０件（昨年度１２０件），
共同研究２０９件（昨年度２０３件）を受け
入れた。

【２１２】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ ＴＬＯへの大学法人から
・ （有）山口ティ・エル・オ ・ 平成１６年度～１８年度における（有）山 の出資等について検討する。

ーと連携して知的財産権の活 Ⅲ 口ティー・エル・オーとの実施契約によるロ
用を進め，ロイヤリティー収 イヤリティ収入は以下のとおりである。
入の確保に努める。

平成１６年度 １８件 11,861千円
平成１７年度 １２件 16,414千円
平成１８年度 １７件 7,659千円

【２１２－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 各々の特許案件の特質に応じた柔軟 ・ 研究成果有体物の提供契約の制度を整備

な契約（専用実施権設定，通常実施権 Ⅲ し、（有）山口ティー・エル・オーを介して
設定，オプション契約，有償譲渡等） 資金環流を進めている。
により資金還流を図る。 平成１９年度においては，４件（うち，平成

１８年度契約３件，平成１９年度契約１件），
４７万円を寄附金として受け入れた。

【２１３】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 継続して臨床試験の機能
・ 附属病院のもつ特徴的機能 １．平成１６年度に治験管理センターを「臨床 の充実を図り，創薬研究を

を活かした外部資金の増収を Ⅲ 試験支援センター」に改組し，臨床試験・臨 実施する。また，継続して
図る。 床研究等のサポートを行う体制を構築して， 臨床試験の活動を通じて外

臨床試験の活動を通じて外部資金の積極的導 部資金の積極的導入を図る。
入を図った。具体的には，以下のとおりであ
る。

２．各倫理指針等に基づいた「実施計画書・同
意説明文書作成の手引き」の作成や,申請に
際しての質問などへの対応行うことで，受入
体制の強化と申請者が申請から実施までをス
ムーズに行う体制を確立した。

３．また、創薬研究のサポート体制の充実を図
るため,継続的に各種CRCを増員し，研修等へ
参加させ，スタッフの質を高めることにより，
増加した治験に対応した。

４．国立大学の標準化業務手順書」に関しては，
全国の国立大学病院に先駆けて，平成17年度
より運用を開始した。

５．創薬研究の推進のために，センターを中心
に国立大学標準版の標準業務手順書(ＳＯＰ)
及び医療機器ＧＣＰ（Good Clinical Practi
ce：医薬品の臨床試験の実施に関する基準）
に対応し，本院におけるＳＯＰを改訂すると
ともに，Ｗｅｂページへ公開した。

６．医師主導型治験の研修会などへ参加し,情
報を収集するとともに，平成１６年度に申請
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のあった医師主導型治験については，契約及
び治験薬の搬入等の手続を終え，臨床試験が
実施可能な状況とした。また,治験ごとのミ
ーティング，各診療科への治験実施率の広報
などにより啓発を行った。

７．平成１７年度は,「臨床研究等申請の手引
き」作成した。また,県内の他の地域の治験
への取り組みとして，治験審査委員会（ＩＲ
Ｂ）立ち上げの支援として，研修生の受入な
どを行った。

８．治験契約における経費を見直して，出来高
制を導入し，平成１６年度の実績は，前年度
と比較した場合，受託件数130％，収入額127
％となった。また,１７年度は出来高制の導
入に伴い，安定した収入の確保が可能となり，
平成１６年度並の収入を得た。

【２１３－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 医療機器治験の実施及び臨床研究等 【２１３－１】

の支援を行い，治験受託による外部資 Ⅲ １．臨床研究については，従来より行っている
金の獲得に努める。 申請から承認へ向けてのサポートのみなら

ず，実施に対するCRCのサポートを開始した。
２．平成19年度大学改革推進等補助金（医療人

GP）に採択され，臨床研究支援人材養成のた
めの大学院コースを設置し，セミナーを開催
した。また，医療施設運営費補助金（治験拠
点病院活性化事業）にも採択され，地域にお
ける治験活性化への取り組みも開始し，地域
の治験実施に対する啓発活動を主とした連絡
協議会を開催した。

３．治験受託件数については，継続的な依頼が
続いている。受託する治験については，難易
度の高い治験（重篤な疾患の治験，複雑なデ
ザインの治験）が多くなっている。

２）収入を伴う事業の実施に関 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 平成２０年度より，新し
する具体的方策 １．公開講座の受講生は毎年増加をしている。 い講座事業として高度技術

Ⅲ ２．平成１８年度から学生向けの正規授業の一 者研修を目的とした「特別
【２１４】 部を「開放授業」として市民に提供し受講生 講座」を開講し，新たな受
・ 研究成果の普及促進を目的 は,毎年増加している。 講料収入とすることを計画

として，地域社会向けの生涯 ３．平成１８年度には，ＪＴＢと共催してシニ している。
学習事業を推進し，適正な受 アサマーカレッジを開催した。
講料を徴収する。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 平成１９年度は，公開講座（１９講座），

開放授業（１５講義），出前講義（４９件）
を実施し，受講料収入を徴収した。

【２１５】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
・ 総合大学として発揮できる ・ 医学部附属病院において，平成１８年１０ でに達成済みの中期目標・

多様なコンサルタント機能を Ⅲ 月から「セカンドオピニオン外来」（医療機 計画を引き続き発展・充実
充実させ，有料化を図る。 関で受けた診療内容について，不安や疑問を させていく。

感じた方へ主治医以外の医師が第三者の立場
で相談を受ける外来）を開設した。
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【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
【平成１８年度に引き続き継続実施した項目】

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(２) 財務内容の改善

② 経費の抑制に関する目標

中 １）管理的経費の抑制に関する目標
期 ・ 財務諸表を継続的に管理分析し，人員計画，予算計画の立案，執行過程での経費抑制努力の徹底を図る。
目
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成19年度計画 状況

中 年 中 年
平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

１）管理的経費の抑制に関する （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 平成２０・２１年度にお
具体的方策 ・ 各年度の予算編成方針において，管理的経 いても効率化係数マイナス

Ⅲ 費の対前年度１％減を基本とし，配分事項の １％を考慮した配分を行い，
【２１６】 見直し及び一般管理費等の減配分を行うとと 教育研究に係る基盤的経費
・ 教育研究費への優先的予算 もに，平成１８年度においては，研究基盤経 を維持できるよう配慮する。

配分を期して，事務的管理経 費の増額を実施した。
費削減の具体的目標を立て，
計画的な経費の節減に努め 【２１６－１】 （平成19年度の実施状況）
る。 ・ 基盤的教育研究費を確保するととも 【２１６－１】

に，重点配分を目指し，配分事項の見 Ⅲ ・ 平成１８年度並の教育経費及び研究経費を
直しを行う。同時に，節減可能な事項 確保するとともに，当初予算編成の一般管理
については前年度配分額をベースに効 費（事務費，光熱水費外 全９項目）の積算

率化係数１％を考慮した減配分を行 事項について，前年度予算額を基に１％減の
う。 節約努力係数を課した。

【２１７】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 平成１８年度に策定した
・ 効率化のための事務の見直 ・ 事務系職員の人員削減について，平成１７ 人件費削減計画に基づき，

しと電算化の推進のもとで， Ⅲ 年度までは国の第１０次定員削減計画に準じ 実施する。
各種管理業務部門における人 て人員削減を行った。平成１８年度以降につ
員の削減を中心に，既存の定 いては，再雇用及び障害者雇用に必要な人件 ・ 事務組織再編検討委員会
員削減計画実施後の人件費抑 費を視野に入れた新たな人件費削減計画を策 からの提言を受け，新たな
制年次計画を立案，実施する 定し，実施した。 事務組織に再編する。
ことにより，人件費抑制に努
める。

【２１７－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 平成１８年度に定めた人件費削減計 【２１７－１】

画により，人件費抑制を図る。 Ⅲ １．事務系職員の人件費削減計画に基づき，平
成１９年度分として９名の削減を行った。

２．平成１９年９月事務組織再編検討委員会か
ら「事務組織の改善に向けて」の報告書が提
出され，それに基づき新たな事務組織につい
て検討し,平成２０年４月に再編することと
した。

【２１８】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 印刷経費，光熱水費，物
・ 環境保護・資源保全への問 １．複写機経費の削減については，平成１７年 品購入経費等の削減につい

題意識に立ち，具体的目標を Ⅳ 度から３年間で約３０％を削減する目標を掲 て，平成１９年度までに実
以下のように定めて，各種経 げ，平成１７年４月に全国でも例のない「情 施した有効な方策を継続す
費の節減に努める。 報入出力環境支援業務契約」を締結した。こ る。
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① 中期目標期間中に印刷経 の契約は，直接利用機能としてハードウェア
費等の１０％削減をめざ やソフトウェアを使用し効率化を図るだけで
す。 なく，契約相手方からの後方支援機能として

② 中期目標期間中に経常的 将来に向けての施策・提案をさせ，更なる経
な光熱水費の計画的な削減 費抑制を図るものである。２年間で約２７％
をめざす。 の削減を図った。

③ 在庫管理等の見直しによ ２．「環境マネジメント対策推進会議」を設置
り，物品購入の低廉化を図 し，「環境目標の設定」，「行動計画の設定・
る。 推進」，「環境報告書の公表」を行った。

３．電力契約を単年度契約から長期契約に変更
し，平成１７年度は25,511千円，平成１８年
度は11,144千円の削減を図った。

４．医学部附属病院における診療材料の価格交
渉に係る支援業務契約により，平成１８年度
１０月から年間で約110,000千円の削減を図
った。

５．電話料金の節減策として，大学全体の固定
電話による国内・国際通話料金について各電
話会社と値引き交渉し，平成１７年度は年間
約600千円，平成１８年度は年間約500千円の
削減となった。

【２１８－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 印刷経費，光熱水費，物品購入経費 【２１８－１】

等の削減について，平成１８年度まで Ⅲ 印刷経費，光熱水費，物品購入経費等の削減
に実施した方策の検証を行う。 について，平成１８年度までに実施した方策の

検証を行うとともに，引き続き管理的経費の抑
制を図るために以下の取り組みを行っている。
１．印刷経費削減の主な取り組みは，次のとお

り。
①平成１９年度から学報の印刷物発行を廃
止。

②全学の事務系職員を対象に効率的な複合機
機能及び電子文書ソフトウェアの使用方法
について全学講習会を実施。

③複写機保守契約に当たり，文書管理システ
ム，電子会議システム及び電子決裁システ
ムの導入を検討したが，業務改善が図れず，
費用に対する有効性がないと判断し，いず
れも導入しないことにした。

２．電力量削減の主な取り組みは，次のとおり。
①夏季の削減対策として全学的な一斉休業の

取り組みを実施。
②夏季軽装期間を設け，適正温度（冷房は室

温２８℃）励行を実施。
３．在庫管理等の見直し等による物品購入の低

廉化への取り組みは，次のとおり。
①医学部附属病院における診療材料について

は，診療に支障を及ぼさない程度で最小限
の在庫数量による管理に努めた。

②医学部附属病院における診療材料の価格交
渉に係る支援業務契約により，平成１９年
４月から年間で約66,700千円の削減を図っ
た。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(２) 財務内容の改善

③ 資産の運用管理の改善に関する目標

中 １）資産の効率的・効果的運用を図るための目標
期 ・ 大学の限られた資産を教育研究に支障がないよう効率的に使用するために，キャンパス全体を全学的に運用管理するシステムを整備し，経済的な活用の方途
目 を積極的に検討する。
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成19年度計画 状況

中 年 中 年
平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定

期 度 期 度

１）資産の効率的・効果的運用 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
を図るための具体的方策 ・ 平成１６年度～１８年度における特許出願 でに達成済みの中期目標・

Ⅲ 件数，特許取得，移転件数，ロイヤリティ収 計画を引き続き発展・充実
【２１９】 入は以下のとおりである。 させていく。
・ 特許出願・取得・移転件数

等の具体的目標を定めて，知 特許出願件数
的財産の権利化を進め，活用 １６年度 105件(100件)
を図る。 １７年度 135件(100件)

１８年度 180件(150件)
特許取得件数

１６年度 2件(10件)
１７年度 7件(10件)
１８年度 6件(13件)

移転件数
１６年度 18件(10件)
１７年度 12件(10件)
１８年度 17件(10件)

ロイヤリティ収入
１６年度 11,861千円(5,000千円)
１７年度 16,414千円(5,000千円)
１８年度 7,659千円(5,000千円)

*( )内は各年度の目標値である。

【２１９－１】 （平成19年度の実施状況）
・ ロイヤリティー収入等の具体的目標 【２１９－１】

を定めて，知的財産の活用を図る。 Ⅲ ・ ロイヤリティー収入増につながる技術移転
性の高い特許の出願（量から質への転換）方
針を定めるために検討を進めている。

１９年度 発明届受理：126件，
出願件数：78件（出願率＝62%）

（１８年度 発明届受理：213件，
出願件数：180件）（出願率＝85%）

【２２０】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ システムを運用して，教
・ 正課授業の実施に教室の不 １．講義室等の有効活用を図るため,平成１６ 室の相互利用をさらに促進

足が生じないよう，教室の全 Ⅲ 年度に吉田団地の講義室の一元管理システム する。
学管理を行うだけでなく，授 を導入した。平成１７年度には,システムの
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業時間割の編成自体も全学的 バージョンアップにより，全教職員がアクセ
な調整のもとで進める一元管 スすることが可能となり,全学的な運用体制
理の方法を導入する。 を構築した。

２．平成１８年度には共通教育棟の耐震補強工
事が実施され共通教育用の教室の大半が利用
できない状況が生じたが，このシステムを活
用することで，吉田団地の教室をフル活用す
ることができ，プレハブ教室の設置を最小限
にすることができた。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
【平成１８年度に引き続き継続実施した項目】

【２２１】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
・ 学内スペースチャージ（利 １．研究推進戦略室会議においてスペースチャ でに達成済みの中期目標・

用施設の有料化）システムの Ⅲ ージ導入の意識啓発を行った。 計画を引き続き発展・充実
導入により，施設利用の意識 ２．工学部全研究施設，吉田総合研究棟，小串 させていく。
改革と効率配分に役立てる。 総合研究棟，常盤総合研究棟の全てに規則等

の制定・改正などを行い，スペースチャージ
を導入した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 平成１９年度から吉田地区総合研究棟スペ

ースチャージの運用を開始した。

【２２２】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
・ 大型設備等の全学共同利用 １．大型機器利用効率向上に向け主要機器調査 でに達成済みの中期目標・

による有効活用の促進を図る Ⅲ を実施し，Ｗｅｂページを利用した有効利用 計画を引き続き発展・充実
とともに，産学公連携のため システムを構築した。 させていく。
の学内外共同利用の推進，民 ２．民間企業等への大型機器利用開放として，
間企業等への利用開放，貸出 総合科学実験センターの機器の学外利用も可
し等を行うことによって，運 能とし，運用効率を高めるシステムを構築し
用効率を高める。 た。

【２２２－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 研究設備等の民間への利用促進の実 【２２２－１】

質化を図る。 Ⅲ １．各大学の既存の研究設備を相互利用・共同
利用する化学系研究設備有効活用ネットワー
ク事業に参加した。

２．文部科学省「ナノテクノロジー総合支援プ
ロジェクト」の一環として本学（ベンチャー
ビジネス育成施設）と広島大学（ナノデバイ
ス・システム研究センター）との連携により，
民間との共同利用体制を整えた。

３．小串キャンパスの総合科学実験センター遺
伝子実験施設において,学外者に対する有料
分析を開始した。

４．総合科学実験センター（生命科学実験施設，
遺伝子 実験施設）の学内利用について，科
学研究費補助金での利用負担金支払システム
を可能とし，利用効率及び利便性を高めた。

５．他部局所属の大型機器を生体分析実験施設
及び機器分析実験施設に学内共同利用設備と
して受入れ，設備の運用効率を高めた。
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【２２３】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 学外者の課外活動施設及
・ 土・日，祝日等における教 １．近隣体育施設等の使用料金等の調査と料金 び教室使用について，今後，

室やスポーツ施設等の学外者 の検証を行い，その結果，本学料金は適切な 情宣を行い地域への社会貢
への有料貸与を行う。 設定と判断し改定は実施しなかった。 献及び資産の更なる有効利

また，契約方法についても見直しを行い， 用を図る。
施設貸付料と光熱費等の使用料を個別に契約
していたものを一契約に簡素化し，教室及び ・ 引き続き，適切な資金管
スポーツ施設等を学外者へ有料貸与する場合 理の下，効率的な資金運用
の料金表を作成し，利用者の利便性を図った。 を行う。

２．各年度の有料貸与状況は，次のとおりであ
る。
平成１７年度

教室等３４件
体育館及び屋外運動施設１４件

平成１８年度
体育館及び屋外運動施設１０件

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 各種試験会場としての教室等の有料貸与が

６件，体育館や屋外運動施設の有料貸与が16
件あった。

・ 資金の運用に関する方針及び規則を整備
し，適切な資金管理の下，効率的な資金運用
を開始した。

１．資金運用の開始にあたり，運用方法，運用
先及び安全性の確認方法など資金運用を行う
ためのガイドラインとなる「国立大学法人山
口大学資金管理方針」を作成した。

２．年間を通した運用可能資金の把握と具体的
な運用方法の検討を行い，「平成１９年度資
金運用計画」を作成した。

３．金融機関の健全性に留意を払うことを前提
にして，大学保有資金を決済用預金から普通
預金へ変更することで，普通預金利息を得る
こととした。

４．「平成１９年度資金運用計画」に基づき，
国債と定期預金による資金運用を検討し，定
期預金により資金運用を行うこととした。

５．資金運用の結果，平成１９年度は定期預金
１１，２８７千円，普通預金５，０７３千円，
合計１６，３６０千円の運用益を得た。

ウェイト小計

ウェイト総計
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（２）財務内容の改善に関する特記事項等

Ⅰ 財務内容の改善・充実 ２）平成２０年４月からの情報入出力環境運用支援業務の仕様策定に当たり，文
１ 経費の節減に関する取組 書管理システム，電子会議システム及び電子決裁システムの導入を検討したが，
【平成16～18事業年度】 現状では顕著な業務改善が図れず，費用の有効性がないと判断し，いずれも導
１）平成１６年度に複写機経費の削減について検討し，平成１７年度から３年間で 入しないこととした。

約３０％を削減する目標を掲げ，平成１７年度から従来の複写機賃貸借契約を改 ３）医学部附属病院においては，診療材料の価格交渉に係る支援業務契約により，
め，全国でも例のない「情報入出力環境支援業務契約」を締結し，２年間で約２ 平成１９年４月から年間で約６６，７００千円の削減を図った。
７％の削減を行った。 ４）電力量削減の主な取り組みとして，夏季の全学的な一斉休業及び夏季軽装期

２）この契約は，直接利用機能としてハードウェアやソフトウェアを使用し効率化 間を設け，適正温度（冷房は室温２８℃）励行を実施した。
を図るだけでなく，契約相手方からの後方支援機能として将来に向けての施策・ ５）医学部附属病院における診療材料については，物流システムによる物品管理
提案をさせ，更なる経費抑制を図るものである。後方支援機能のうち経費抑制の や実地たな卸等により，使用数量や滅菌の期限切れ等による不良在庫を把握し，
啓発活動として，複写機を利用した電子化機能等の利用促進を図るために，全学 診療に支障を及ぼさない程度で最小限の在庫数量による管理に努めた。
講習会を年２回開催するとともに，部局別の使用実績を四半期毎に部局長会議で
報告し，全学的に経費抑制意識を啓発した。

３）学長，副学長及び部局長で構成される「省エネルギー対策推進連絡会」を「環 ２ 自己収入の増加に向けた取組状況
境マネジメント対策推進会議」に改め，「環境目標の設定」，「行動計画の設定・ 【平成16～18事業年度】
推進」，「環境報告書の公表」を行った。 １）自己収入については，地域貢献への取り組みとして，大学開放を積極的に行

４）光熱水費節減の主な対策として，電力契約を従来の単年度契約から長期契約に い，大学開放授業，公開講座の講座数を増やすなどして増収を図った。また，
改め，平成１７年度は２５，５１１千円，平成１８年度は１１，１４４千円の削 団塊の世代を対象にした事業として，大手旅行会社と連携した「シニアサマー
減を図った。その他に部局毎に夏季一斉休業の取り組みを実施し，また，改修建 カレッジ」及び地元の銀行，県内大学との共同で開催した「シニア・スプリン
物等への設置機器は省エネタイプのものを導入した。さらに，各キャンパスの主 グ・カレッジ」にも取り組み，大学開放としての効果は大きいものがあった。
要建物毎に設置した電力量測定装置により，全学の光熱水使用実績をＷｅｂペー ２）国公私立大学を通じた競争的環境のなかで外部資金の獲得を進めるため，学
ジに掲載し，省エネに対する意識啓発を行った。 長の下，企画広報担当副学長を本部長とする「競争的資金対応本部」を設置し

５）医学部附属病院における医療材料の価格交渉により，平成１８年１０月から年 た。各部局の大学教育改革の実績と取組状況を把握し，その中から，大学とし
間で約１１０，０００千円の削減を行った。 て戦略的に推進するものを選定し，応募の支援を行った。

６）電話料金の節減策として，大学全体の固定電話による国内・国際通話料金につ ３）山口大学の技術を企業等で活用するため，山口大学及び（有）山口ティー・
いて各電話会社と値引き交渉し，平成１７年度は年間約６００千円，平成１８年 エル・オーが所有している本学教員から出願された全ての特許を再評価し，第
度は年間５００千円の削減となった。 ５回産学官連携推進会議，キャンパス・イノベーションセンター（東京）及び

７）管理的経費削減の方策として，他大学の取り組み状況を取りまとめ，大学の共 科学技術振興機構（東京市ヶ谷）での新技術説明会等において研究シーズを展
通ファイルに保存して情報を共有し，各部局における経費削減等の取り組みの参 示し，シーズ・ニーズマッチングを行った。
考とした。 ４）産学公連携，創業支援及び知的財産の活用の円滑かつ強力な推進を目指して，

また，平成１９年度末の「知的財産本部整備事業」終了後の体制を見据え，産
【平成19事業年度】 学公連携・創業支援機構に知的財産本部を組み入れ，研究成果実用化支援部，

印刷経費，光熱水費，物品購入経費等の削減について，平成１８年度までに実施 知的財産本部及びリエゾン・共同研究支援部からなる組織として再編した。ま
した方策の検証を行うとともに，引き続き管理的経費の抑制を図るために以下の取 た，本学が，（有）山口ティー・エル・オーに新たに設けられた賛助会員制度
り組みを行った。 の会員になることによって連携強化を図った。

５）技術移転の契約形態において，平成１８年度より特許譲渡契約を可能とした。
１）学報の印刷物発行を廃止し，Webページに掲載することにより，年間約１，５ それにより契約形態のバリエーションを広げ，技術移転が企業のニーズに応じ

００千円の削減を図った。また，全学の事務系職員を対象に効率的な複合機機能 てスムーズに対応できる体制を整えた。
及び電子文書ソフトウェアの使用方法について全学講習会を実施し，複写経費抑
制の啓発を行い，対前年度９．６％の削減となった。
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６）「特許検索システム（YUPASS）」（山口大学が独自開発した知的財産のデータベ Ⅱ 人件費削減に向けた取組

ース）の拡充・改良を進め，データの追加，検索項目の充実及び処理能力の向上 １ 人件費削減の取組状況

を図った。 【平成16～18事業年度】

７）東京リエゾンオフィスに配置するコーディネーターとＴＶ会議システムを活用 １）総人件費改革の実行計画を踏まえて，平成１８年度に人員削減計画の見直し

して，「リエゾン活動報告会」を定期的に開催した。この報告会により，首都圏 を行い，計画どおり人員削減を実施して，平成１７年度人件費予算相当額（人

での活動の進捗状況を確認し合い，本学の産学公連携の方向性を見据えて，共同 件費３目相当）に対して概ね１％，約１億４,７００万円の人件費の削減を行っ

研究，技術移転の促進を図った。 た。

８）病棟再編成検討ワーキング・グループの答申に基づき，病床の整備を計画的に ２）また，教育職員の人件費削減については，平成１６年度から導入している「教

進めており，外来腫瘍治療ベッドを８床から１２床に，また，無菌病床を４床か 員仮定員（部局における基本的な教員配置数）」を基に，平成１７年度から５

ら７床に増床した。また，周産母子センターのＧＣＵ(Growing Care Unit)５病 年間，部局に配置している教員定員から毎年度３％ずつ（５年間で１５％）を

床を新設する等，病床の配置を見直すこととともに，差額料金を見直し，自己収 「学長運用ポスト」として，学長のリーダーシップの下，教員を戦略的に部局

入の増加に努めた。 等へ配置できる体制とした。「学長運用ポスト」の運用については，毎年度，

１％弱を行政改革推進法による人件費削減及び処遇改善等への対応，１％弱を

【平成19事業年度】 教育・研究の充実及び拡充に，１％強を「戦略ポスト」として学長が戦略的に

１）外部資金として，受託研究９億９，０００万，共同研究６億２，０００万他計 部局等へ配置することを明確化した。

３４億７，０００万，科学研究費補助金等８億５，０００万，総額４３億２， ３）さらに，事務系職員（附属病院看護師等を含む。）の人件費削減については，

０００万を獲得した。 平成１６年度から，第１０次定員削減計画に準じ定員削減を実施した。また，

２）例年の自己収入の増加に向けた取組に加えて，資金の運用に関する方針及び規 行政改革推進法を踏まえ，平成１８年度に，常勤人件費５％減の他，定年退職

則を整備し，適切な資金管理のもと，効率的な資金運用を開始し，資金運用の結 者及び高年齢者継続雇用制度による雇用希望者の数，障害者雇用に必要な人件

果，定期預金１１，２８７千円，普通預金５，０７３千円，合計１６，３６０千 費を把握し，これらを考慮の上，平成１８年度から平成２２年度までの人員削

円の運用益を得た。 減計画を策定し，計画的に人員削減を行うこととした。

４）本学の理念，基本的な目標を着実に達成していくために，今後の財政収支の

見通し，特に総人件費改革への対応を明らかにするとともに，中・長期的視点

３ 財務情報に基づく取組実績の分析 に立って適切かつ健全な財政運営が可能となるよう財政計画を策定した。

【平成16～18事業年度】

１）財務情報に基づく取り組みとして，平成１６年度と平成１７年度の財務諸表か 【平成19事業年度】

ら「健全性」，「効率性」，「発展性」，「活動性」，「収益性」を分析した。また， １）総人件費改革の実行計画を踏まえて，平成１８年度に策定した人事削減計画

文部科学省がプレス資料として発表した財務指標や各大学が公表している財務デ に基づき人員削減を実施して，平成１８年度人件費相当額（人件費３目相当）

ータを基に経年比較を行った。 に対して概ね１％，約１億４，７００万円の人件費の削減を行った。

【平成19事業年度】 なお，これらの取組により，国立大学法人評価委員会からの「教育研究の質の

１）引き続き，他大学（主に財務分析上の分類のＧグループ）との比較・経年比較 確保に配慮しつつ，人件費削減の取組を行うことが期待される」との意見を大学

を行うとともに，財務指標のデータを蓄積した。 運営に反映させた。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(３) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供
① 評価の充実に関する目標

中 １）自己点検・評価の改善に関する目標
期 ・ 国立大学法人としての説明責任を積極的に果たすための自己点検・評価を担う学内体制の充実を図り，自己点検評価の質の改善を進める。
目 ２）評価結果を大学運営の改善に活用するための目標
標 ・ 自己点検評価および各種外部評価結果を尊重し，積極的に活用して業務改善を徹底するとともに，業務遂行意欲の高揚に役立てる。

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成19年度計画 状況

中 年 中 年平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定
期 度 期 度

１）自己点検・評価の改善に関 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
する具体的方策 １．他の国立大学法人における大学評価体制に でに達成済みの中期目標・

Ⅲ 関する調査，大学評価シンポジウムの開催及 計画を引き続き発展・充実
【２２４】 び山口大学における評価関係活動を踏まえ させていく。
・ 自己点検・評価及び各種外 て，山口大学における評価体制の現状につい
部評価への対応の効率を高め て分析を行い，本学の評価実施体制の見直し
るため，評価委員会の組織の を行った。
充実を行う。 ２．その結果，従来の委員会組織による評価実

施体制を平成１８年４月１日から大学評価担
当の専門部署として，専任教員を置く大学評
価室を設置するとともに，自己点検評価及び
第三者評価に関する基本方針を審議する評価
委員会を新たに設置し，評価体制を充実させ
た。

【平成１８年度までに実施済みのため、 （平成19年度の実施状況）
平成１９年度年度計画なし】

【２２５】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
・ 自己点検・評価及び各種外 ・ 「YUSE（山口大学自己点検評価システム）」 でに達成済みの中期目標・
部評価への対応の効率を高め Ⅲ への教員による入力率を高めるため，未入力 計画を引き続き発展・充実
るため，本学の専任教員の毎 の教員を各部局長が把握し，指導した結果， させていく。
年度の教育・研究・大学運営 入力率１００％を達成した。
活動に関するデータベースの
入力率を１８年度末までに１
００％にし，評価システムの
機能強化を行う。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ ＹＵＳＥ（山口大学自己点検評価システム）
入力率の１００％を維持するとともに，入力
項目に診療活動等を加え，教員の活動実績の
より正確な把握を行い，評価システムの機能
を強化した。

【２２６】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 大学評価室が管理する大
・ 自己点検・評価及び各種外 ・ 平成１８年度に大学評価室を設置し，専任 学評価関連データベースの
部評価への対応の効率を高め Ⅲ 教員を配置した。また，大学評価室にデータ データの迅速・的確な提供
るため，評価委員会が管理す ベース担当教員としてメディア基盤センター 体制を継続的に維持する。
る各種調査結果及びデータベ の教員を配置し，ＹＵＳＥ（山口大学自己点

山口大学
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ースのデータの提供体制を整 検評価システム）の維持管理及びデータの迅
える。 速かつ的確な提供業務を行った。

【２２６－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 大学評価室が管理する大学評価関連 【２２６－１】
データベースのデータの迅速・的確な Ⅲ ・ メディア基盤センターとの連携により，Ｙ
提供体制を継続的に維持・整備する。 ＵＳＥ（山口大学自己点検評価システム）デ

ータの提供を行い，学部・研究科の自己点検
評価，研究水準評価に活用した。

２）評価結果を大学運営の改善 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 国立大学法人評価委員会
に活用するための具体的方策 ・ 国立大学法人評価委員会から「期待される」 による本法人及び他法人へ

Ⅲ と評価のあった次の５事項全てに対して，改 の年度評価結果等を，必要
【２２７】 善への取り組みを行った。 に応じ，業務改善や法人運
・ 国立大学法人評価委員会に ・外部有識者の積極的活用 営に活用する。
よる毎年度の業務評価結果お ・監事からの指摘事項への対応
よびその他の外部評価結果を ・人件費削減の取組
積極的に活用し，組織的に大 ・薬品管理等に関する全学的なマニュアル
学運営の各種業務の改善に取 の策定
り組む。 ・全学的・総合的な危機管理体制の確立

【２２７－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 国立大学法人評価委員会による本法 【２２７－１】
人及び他法人への年度評価結果等を， Ⅲ ・ 平成１８事業年度の実績に係る国立大学法
必要に応じ，業務改善や法人運営に活 人評価委員会の評価で「期待される」とあっ
用する。 た研究特任教員の研究活動の中間評価につい

て，研究評価指針を策定し，中間評価を実施
した。また，研究特任教員の研究結果発表会
を実施した。

【２２８】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 認証評価自己評価書を作
・ 毎年度，評価委員会が調査 ・ 毎年度，ＹＵＳＥ（山口大学自己点検評価 成する課程で，改善すべき
した教員の教育，研究および Ⅲ システム）を活用し，教員の活動状況のデー 点を分析し，改善を要する
大学運営活動のデータを活用 タを収集し，教育，研究及び社会貢献の項目 ものについては，担当部署
し，各学部・研究科等の業務 について，自己点検評価活動の一環として公 に改善の措置をとるよう指
改善に努める。 表した。 導するとともに，改善状況

を確認する。

【２２８－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 認証評価への対応の一環として平成 【２２８－１】
１８年度に取りまとめた自己評価書を Ⅲ ・ ＹＵＳＥ（山口大学自己点検評価システム）
分析し，改善すべき点の改善に努める。 データを活用して，教員の教育活動，研究活

動，大学運営活動，社会貢献度活動を対象と
・ 毎年度収集している教員の諸活動の した「全般的活動評価」を実施し，評価結果
データを活用し，各学部・研究科等に を部局長等から本人へ通知するとともに，そ
おいて所属教員の諸活動の状況を評価 の概要をＷｅｂページに公表した。
する。

ウェイト小計

山口大学
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(３) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供
② 情報公開等の推進に関する目標

中 １）大学情報の積極的な公開・提供及び広報に関する目標
期 ・ 多様な広報の手段および機会を通して，大学の活動に関する情報を広く提供し，大学に対する社会の理解と関心の促進に努める。
目
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成19年度計画 状況

中 年 中 年平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定
期 度 期 度

１）大学情報の積極的な公開・ （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
提供及び広報に関する具体的 １．平成１６年度に，各部局等の広報責任者で でに達成済みの中期目標・
方策 Ⅲ 構成する広報戦略委員会を設置した。また， 計画を引き続き発展・充実

平成１８年度に，企画広報担当副学長，副学 させていく。
【２２９】 長補佐，広報アドバイザー外による広報戦略
・ 全学の戦略的広報企画体制 に関する会議を起ち上げ，広報戦略の企画立
を充実し，整備する。 案行い，効果的な広報活動を行った。

２．山口大学のシンボルマーク及びロゴマーク
の商標登録を行い，山口大学生活協同組合と
連携し，シンボルマーク入りグッズの商品化
を行った。

３．平成１８年度から，学長による定例記者会
見を開催し，本学の状況や動静等を発表した。
また，毎月，「丸卓トークス（メールマガジ
ン）」を発信し，全教職員に対して，学長か
らのメッセージを直接伝えた。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．広報体制の在り方を検討し，平成２０年度
から，広報に係る基本方針の企画・立案及び
同方針に基づく広報戦略の策定を行う「広報
戦略会議」と，同基本方針及び広報戦略に基
づき広報活動を行う「広報委員会」を設置す
ることとした。

２．広報活動の機動力を高めるため，事務組織
は，学長直属の総合企画部に設置することと
した。また，各学部の事務広報担当者を明確
にし，情報提供の円滑化を図るとともに連絡
会を開催した。

【２３０】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
・ 毎年度，大学の情報全般を， １．Ｗｅｂページの閲覧者に対する利便性を高 でに達成済みの中期目標・
分かりやすく多様なメディア Ⅲ めるため，平成１６年度に「Ｗｅｂページガ 計画を引き続き発展・充実
を用いて公表するとともに， イドライン」を作成し，ウィークリーニュー させていく。
学外からの容易な情報アクセ ス，トピックス及びイベントなど最新情報を
ス態勢を整える。 提供するとともに，英語版Ｗｅｂページを作

成するなど，毎年度充実を行った。
２．毎年度，保護者向け広報誌「宅配便“山口
大学”」を全保護者宛に発送し，学生生活や
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教育・研究等の情報提供を行った。

３．平成１８年度から，大学の教育・研究活動
等を紹介する「デジタル山口大学」を制作し，
ケーブルテレビで放映するとともに，Ｗｅｂ
ページからも配信した。

４．平成１８年度に，学生団体が企画・立案及
び制作したインターネットラジオをＷｅｂペ
ージから配信した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 山口大学要覧及び山口大学案内のＣＤ版を
作成し，保護者，高校等教育機関へ配布する
とともに，山口大学に関する取材の拠点及び
情報提供の場として記者室を設置した。

【２３１】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
・ 大学活動状況の説明を行う ・ 平成１８年度に，周南市で地元商工会議所 でに達成済みの中期目標・
とともに，本学に対する意見 Ⅲ や企業主などとの「地域と山口大学の交流会」 計画を引き続き発展・充実
や要望を広く聴く機会を設 を実施し，本学の教育・研究及び地域貢献に させていく。
け，年度計画や中期目標，中 関する活動状況を説明するとともに，地域の
期計画の策定や見直しに反映 要望を聴取し連携を深めた。
する。

【２３１－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 本学の教育・研究の活動状況の説明 【２３１－１】
を行い，地域の要望や意見を聴くため， Ⅳ ・ 昨年度に引き続き，下関市及び岩国市にお
「地域と山口大学の交流会」を開催す いて「地域と山口大学の交流会」を開催し，
る。 計６９名の参加者があった。なお､平成２０

年２月に策定した「山口大学ビジョン」を配
布し,地域における山口大学の将来像を示し
た。

【２３２】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 広報に係るデジタルコン
・ 社会への情報発信や情報コ １．平成１６年度から，保護者向けの広報誌作 テンツを作成し，学生を参
ンテンツ作成に関する技能の Ⅲ 成において，新聞社ＯＢにレイアウト等の指 加させる。
向上および人材登用を進め 導を受け，編集技術の習得に努めた。
る。 ２．平成１７年度に，デジタルコンテンツ作成

やパソコン技術向上のため，同業務に造詣の
深い工学部技術専門職員などを講師として
「ホームページ入門」などの研修を開催し，
多くの教職員が参加して，技術力の向上に努
めた。

３．平成１８年度から，広報アドバイザーによ
る指導を受け，広報担当者の広報技術・撮影
技術などのスキルアップを図った。

【２３２－１】 （平成19年度の実施状況）
・ デジタルコンテンツの作成にあた 【２３２－１】
り，学生の参画を検討する。 Ⅲ ・ 「デジタル山口大学」の制作に学生を参加

させるとともに，広報アドバイザーによるデ
ジタルコンテンツ制作技術の指導を行った。

ウェイト小計

ウェイト総計
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（３）自己点検・評価及び当該状況に係る情報提供に関する特記事項等

Ⅰ 情報公開の促進 ６）山口大学として戦略的に研究を推進している研究特任教員，研究主体教員，

１ 情報発信に向けた取組状況 研究推進体及びスーパー研究推進体については，研究課題，研究者の紹介，各

【平成16～18事業年度】 年度の活動状況をWebページで公開した。また，キャンパス・イノベーションセ

１）大学の広報の重要性を認識し，企画広報担当副学長及び副学長補佐が中心とな ンター（東京）において，毎年度，「イブニングセミナー」を開催し，本学の

り，広報戦略委員会及び広報戦略会議と連携して広報活動を推進している。平成 特色ある研究の紹介を行うとともに，「山口大学研究推進セミナー」を開催し

１８年度には，学長による定例記者会見を開催するとともに，モニターを活用し た。

たWebページの充実を行った。 ７）本学が所蔵する学術資産に関するポリシーを策定し，戦略的に学術資産の保

２）平成１８年度から新たに学長メールマガジン（丸卓トークス・月刊）を通じて， 存・継承を行うため，各部局で個別に保存されていた学術資産を，大学情報機

全教職員に学長から直接メッセージを伝えている。 構長を中心に「プロジェクト活動委員会」を設置し，全学的に学術資産の状況

３）卒業生修了生の満たすべき資質を学部学科ごとにグラジュエーションポリシー 調査を行った。その結果を「山口大学所蔵学術資産継承事業報告書」として刊

として整理し，それを保証する授業科目との対応関係を図示したカリキュラムマ 行するとともに，学術資産のうち貴重品の一部について，学長裁量経費により

ップと個々の授業の内容と評価基準を示したシラバスとともにWebページで公開 修復とデジタル化を行っている。

している。本学の教育内容は全体が公開されており，学外からもチェックを可能

にすることにより，社会的要請に応えた人材養成を目指している。 【平成19事業年度】

４）平成１７年度から国立情報学研究所の委託を受け，大学の研究成果物である大 １）例年の情報発信に向けた取組に加えて，「山口大学学術機関リポジトリ（YUN

学紀要や学術論文等を全世界に向けて情報発信するため，「山口大学学術機関 OCA）」の充実を戦略的に推進するため，利便性の向上を図るためWebページを

リポジトリ（YUNOCA）」の構築に向け取り組んでおり，平成１８年度から公開し 更新した。さらに，学術論文の提供拡大をめざし，各部局の教員会議等でYUNOC

ている。 Aに対する啓発活動を行い，平成１９年度中に１万件の学術成果（平成２０年４

５）平成１７年度に引き続き，ＣＲＣ（地域共同研究開発センター）メールマガジ 月２日現在１０，１３４件）を公開した。

ン，東京リエゾンオフィスメールマガジン，知財本部メールマガジン及び「CHIZ ２）埋蔵文化財資料館では，本学キャンパスの発掘調査によって出土した遺物な

AI LETTER」の発刊，さらには，地域共同研究開発センターから「産学公連携・ どをもとに，企画展示会を行っており，平成１９年度は山口商工会議所主催の

創業支援機構ニュース」を発刊し，産学公連携活動の情報を提供している。 「山口お宝展」へも出展した。また，発掘調査等によって培った技術を公開授

業等で一般市民へ伝授するなど，その企画内容は広くマスコミにも取り上げら

れ，企画展へは１，０００人を超える来館者があった。
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Ⅱ 自己点検・評価関係 ２ 自己点検・評価

１ 国立大学法人評価委員会からの評価への対応 【平成16～18事業年度】

【平成16～18事業年度】 １）自己点検・評価に活用するため「山口大学自己点検評価システム（YUSE）」

１）国立大学法人評価委員会による評価結果について，本学の各組織に配付し周知 を独自開発し，毎年度，教員の教育，研究，大学運営及び社会貢献の活動に関

するとともに，国の施策や本学の財務状況等も踏まえつつ次年度の計画に積極的 する１２２項目のデータを収集し，教員毎の活動状況をWebページで公開してい

に反映させ，当該年度の年度計画の重点事項を各年度当初の教育研究評議会で周 る。

知・徹底を図った。 ２）平成１７年度から，授業科目毎に学生による授業評価を実施し，それをもと

２）国立大学法人評価委員会から期待されると意見のあった次の５事項全てに対し に教員による授業自己評価を行い，授業内容・方法の改善を行っている。

て対応を行っており，それぞれの詳細については，「平成１８事業年度に係る業 ３）大学情報機構では，平成１８年度に国立大学法人化以後の３年間の活動をも

務の実績に関する報告書」で報告した。 とに自己点検評価を行い，「大学情報機構の現状と課題」を作成し，関係者に

・外部有識者の積極的活用（「業務の実績に関する報告書」２０頁掲載） 配布して周知を行った。

・監事からの指摘事項への対応（「資料編」掲載）

・人件費削減の取組（「業務の実績に関する報告書」２７頁掲載） 【平成19事業年度】

・薬品管理等に関する全学的なマニュアルの策定 １）例年の自己点検評価に関する取組に加えて，教員の研究水準評価を行うため

（「業務の実績に関する報告書」４２頁掲載） の実施要領を定めるとともに，全教員を科学研究費補助金の分科に即した研究

・全学的・総合的な危機管理体制の確立 領域単位集団に区分して，各集団ごとに研究水準判定基準を作成し，評価を実

（「業務の実績に関する報告書」４２頁掲載） 施した。

２）「山口大学自己点検評価システム（YUSE）」に集積したデータを活用して，全

【平成19事業年度】 教員を対象として，教育，研究，大学運営及び社会貢献活動に関する全般的活

１）平成１８年度に係る業務の実績に関する評価結果において，国立大学法人評価 動評価を実施し，その概要をWebページに公開した。

委員会から期待されると意見のあった次の４項目全てに対して対応を行ってお ３）大学情報機構では，「中期目標・中期計画」並びに「大学情報機構の現状と

り，それぞれの詳細については，特記事項に記載した。 課題」（平成１９年３月発行）などに掲げる，コンピュータシステム・ネット

・人事評価の本格実施に向けた取組 ワーク等の情報基盤及び図書・雑誌・電子ジャーナル等の学術情報基盤資料の

（「業務の実績に関する報告書」５頁参照） 整備，並びに情報発信や地域連携機能の強化等，機構に与えられた使命を遂行
・研究特任教員の中間評価の着実な実施 するため，各プロジェクトにおいて目標の設定を行い，業務を効率的に行った。
（「業務の実績に関する報告書」３２頁参照） 特に，教職員ポータル等の活用により，機構が扱う各種情報の可視化の推進やW

・人件費削減の取組 ebページ，メールマガジン等を利用した広報の充実強化を図った。
（「業務の実績に関する報告書」４７頁参照）

・附属病院の医療機器一元化等による効率化を促進する取組
（「業務の実績に関する報告書」１２９頁参照）
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(４) その他業務運営に関する重要目標
① 施設設備の整備・活用等に関する目標

中 １）施設等の整備に関する目標
期 ・ 高度化・多様化する教育・研究・医療・情報基盤に対応した施設整備および基幹・環境整備の促進を図る。
目 ２）施設等の有効活用及び維持管理に関する目標
標 ・ 「知の拠点」にふさわしい施設マネージメントの導入を図り，施設の利活用に努める。

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成19年度計画 状況

中 年 中 年平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定
期 度 期 度

１）施設等の整備に関する具体 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 文化財保護法に基づき，
的方策 １．文化財保護法に基づき，施設整備に伴う予 構内遺跡の施設整備に伴う

Ⅳ 備発掘調査，本発掘調査，立会調査を行い， 発掘調査を実施するととも
【２３３】 その報告を年報として作成し，関係諸機関に に，その報告を年報として
・ 教育研究目標に関する長期 頒布している。特に，平成１８年度において 作成し，頒布する。
見通しと既存施設の点検評価 は，奈良時代と推測される堀立柱建物跡2棟
を踏まえ，実験・研究室等の の発掘に伴い，柱材が出土するなど貴重な発 ・ 引き続き老朽化した施設
教育研究活動，産学公連携の 見が相次いだ。 の改善，特に耐震性に問題
研究開発,学生生活の支援お のある施設を「安全安心な
よび施設に係る安全管理等の ２．施設等の整備に関する具体的方策として次 教育研究環境へ再生」させ
観点から施設整備を行う。 の整備を行った。 ることを優先課題とし，施
① 教育・研究推進に対応し ①老朽化した施設の改善等 設改善の実施に努める。
た施設整備を進める。 ・吉田地区教育研究総合センター改修工事

② 学生教育支援施設の老朽 ・小串地区附属病院基幹整備工事 ・ 民間借入に基づく新たな
改善整備を行う。 ・常盤地区総合研究棟（Ⅱ期）改修工事 整備手法による学生寮等の

③ 図書館施設の老朽改善お ・光地区附属中学校屋内運動場改修工事 整備を推進する。
よび複合施設の整備を行 ・校舎外壁剥離補修工事 等
う。 ②良好なキャンパス環境の確保を目指し，吉 ・ （小串地区）総合研究棟

④ 附属病院の老朽改善およ 田地区において，図書館前広場，歩道及び 改修工事及び（医病）基幹
び病院機能の充実に対応し 駐輪場の整備を総合的に進めた。また，交 ・環境整備（中央監視設備
た施設整備を行う。 通導線の改善のため，正門改修計画を進め 他改修）を行う。

⑤ 附属学校の老朽改善整備 るにあたり，県工事における残土の無料提
を行う。 供（約２万㎡分）を受けた。

⑥ 学生生活支援施設の老朽 ３．新たな整備手法による整備として，寄附金
改善整備を行う。 により（吉田地区）第1学生食堂売店の新築

⑦ 産学公連携の研究開発に 整備を行った。
対応した施設の改善整備を
進める。 【２３３－１】 （平成19年度の実施状況）

⑧ 身障者用施設等のユニバ ・ 老朽化した施設の改善，特に耐震性 ・ 文化財保護法に基づき，施設整備に伴う予
ーサル・デザインの導入を に問題のある施設を「安全安心な教育 備発掘調査を１件，本発掘調査を１件，立会
進める。 研究環境へ再生」させることを優先課 調査を５件行った。また，平成１８年度に行

⑨ 良好なキャンパス環境の 題とし，施設改善の実施に努める。 った発掘調査について『山口大学埋蔵文化財
確保を目指した基幹・環境 資料館年報－平成１８年度－』を作成した。
整備を促進する。 ・常盤地区総合研究棟（Ⅲ期），小串地

区総合研究棟，附属山口中学校校舎及
び事務局改修工事を行う。

・ 営繕工事として，校舎外壁剥離補修
その他工事を行う。

山口大学
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・ 平成18年度に作成した環境改善計画
書に基づき，良好なキャンパス環境の
確保を目指した改善整備を推進する。

【２３３－１】
１．常盤地区総合研究棟（Ⅲ期），小串地区総

Ⅳ 合研究棟，附属山口中学校校舎及び事務局の
改修工事を行い，老朽改善，ユニバーサルデ
ザインの導入及び耐震改善を図った。

２．営繕工事として，教育学部研究棟及び小串
地区臨床研究棟の外壁剥離補修を行った。

３．「環境改善計画書」に基づき，常盤地区構
内通路整備，吉田地区正門周辺整備，小串地
区敷地境界塀，また，学生の環境教育の場と
してホタル成育のための水路の整備を行っ
た。

４．新たな整備手法による整備として，寄附金
により吉田地区資料館（９９０㎡）を整備し
た。

２）施設等の有効活用及び維持 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 平成１９年度に策定した，
管理に関する具体的方策 １．平成１６年度，施設担当理事を委員長とす 「国立大学法人山口大学に

Ⅲ る施設環境整備委員会を設置し，平成１８年 おける地球温暖化対策に関
【２３４】 度，「キャンパス改善計画書」を作成し，整 する実施計画」を推進する。
・ トップマネージメントの一 備を開始した。
環としての施設マネージメン ２．施設マネジメントの一環として，「山口大
トを行うシステムを構築す 学ファシリティ・マネジメントシステム」を
る。 導入し，部局単位のエネルギー使用量，施設

実態調査情報等のデータベースを構築した。
３．「環境配慮促進法」及び「省エネ法」への
対応を行うため，平成１７年度，「環境マネ
ジメント推進会議」を設置し，「環境報告書
２００６」を公表した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 環境マネジメント対策推進会議において，
「国立大学法人山口大学における地球温暖化
対策に関する実施計画」を策定した。

【２３５】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 「国立大学法人山口大学
・ スペースチャージシステム １．常盤地区（工学部）におけるすべての実験 の施設（建物）使用に関す
の導入・拡充を図り，共有施 Ⅲ 研究施設および小串地区（医学部・附属病院） る規則」に基づき，施設の
設の効率的な運用を推進す の総合研究棟において，実験・研究室等のス 有効活用を推進する。
る。 ペースチャージを導入した。

２．施設環境委員会において，山口大学の施設
を，全学的見地から効率的・弾力的に運用す
るため，「国立大学法人山口大学の施設（建
物）使用に関する基本方針」を定めた。

【２３５－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 平成１８年度に制定した，施設の有 ・ 「施設（建物）使用に関する基本方針」に
効活用推進のための基本方針に基づ Ⅲ 基づき，スペースチャージシステム導入のた
き，スペースチャージシステム導入等 めの関係規則を策定した。
の具体化を図る。

【２３６】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
・ 教育研究活動の利用実態に ・ 既存施設の利用実態調査に基づく面積の再 でに達成済みの中期目標・
応じ，学部，学科を越えて施 Ⅳ 配分を行い，自学自習スペースやコミュニケ 計画を引き続き発展・充実

山口大学
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設利用面積の再配分等を行 ーションスペース等の学生支援スペース（３ させていく。
う。 ９０㎡），共同利用スペース（４，８００㎡），

学生の自主活動スペース等（２，３００㎡）
を確保した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 施設の有効活用の基礎資料として，現有施
設の利用状況調査（附属病院等を除く）を分
析し，その結果を学内ＨＰにて公表した。

【２３７】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 平成１９年度に分析した
・ 施設の利用状況に関する情 ・ 山口大学の教育・研究に活用されている現 施設の使用状況調査に基づ
報の共有化を図ることによ Ⅳ 有施設（附属病院を除く）について，用途， き，施設の有効活用を促進
り，施設の有効活用を促進す 使用者数，使用頻度及び仕様等の調査を実施 する。
る。 した。

【２３７－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 現有施設の使用状況調査を実施のう ・ 施設の有効活用の基礎資料として，現有施
え公表することにより，施設の利用状 Ⅲ 設の利用状況調査（附属病院等を除く）を分
況に関する情報の共有化を図る。 析し，その結果を学内ＨＰにて公表した。

【２３８】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 省エネルギー機器の導入
・ 省エネルギー対策（光熱水 １．山口大学エネルギー管理標準及び小串団地 及び平成１８年度の省エネ
等）に関する計画を立案し， Ⅳ エネルギー管理標準を作成し，これに基づき， ルギー診断に基づく改善改
それを踏まえた改修整備を行 高効率冷熱源装置への転換，また，省エネ型 修を推進する。
う。 空調システム，節水装置や省エネ型照明器具

を採用した。
２．全学及び主要３地区毎（吉田，常盤，小串）
の光熱水使用実績（H15～17年度）を公表し，
意識啓発を図るとともに，エネルギー使用量
の抑制のため，夏季における軽装の励行等，
空調使用期間の設定並びに居室の冷暖房温度
の適正管理の目標を定め，実施した。

３．省エネ推進のため，（財）省エネセンター
による省エネルギー診断を受験した。

【２３８－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 常盤地区総合研究棟改修（Ⅲ期）の 【２３８－１】
際に省エネ機器の導入を行う。 Ⅲ １．常盤地区総合研究棟（Ⅲ期）改修工事にお

いて，省エネ型照明器具及び空調機を設置し，
第１事務局庁舎耐震改修工事では，断熱防水
を採用した。

２．平成１８年度に受験した省エネルギー診断
に基づき，ボイラー室内の暖房用配管バルブ
の保温工事を行った。

【２３９】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 耐震診断結果に基づき，
・ 施設の信頼性，安全性確保 １．学生等が日常的に立ち入るすべての建物に 耐震改修を推進するととも
のための耐震改修および予防 Ⅲ ついて，耐震診断を実施し，その結果に基づ に，予防保全の観点から，
的な施設の点検，保守，修繕 き，教育研究総合センター，常盤地区総合研 点検等を実施する。
等を実施する。 究棟，附属養護学校屋内運動場及び附属光中

学校屋内運動場の改修等を行った。
２．施設パトロールに基づき予防保全の観点か
ら，ガス配管の更新及び雨漏りの原因となる
屋上の清掃等を実施した。
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【２３９－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 常盤地区総合研究棟改修（Ⅲ期）他 【２３９－１】
において，施設の耐震改修を行い，ま Ⅲ １．常盤地区総合研究棟（Ⅲ期）改修工事にお
た，施設設備の予防保全の観点から施 いて，耐震改修を，また，維持管理計画書に
設パトロールに基づく維持管理計画書 基づき，音楽練習棟建具補修等を行った。
を作成し，順次修繕等を実施する。 ２．予防保全の観点から，雨漏りの原因となる

屋上の点検及び清掃，また，学生・職員によ
るキャンパスクリーン作戦を実施し，除草や
構内道路側溝の清掃等を実施した。

【２４０】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 施設パトロールに基づき
・ 実験研究の高度化，情報化 ・ 全ての施設の点検パトロール調査を実施 維持管理計画書の見直しを
の進展，実験環境の安全等に Ⅲ し，その結果に基づく維持管理計画書を作成 行い，優先順位に従い順次
対応した維持管理計画を策定 し，建物の外壁剥離対策等の緊急対応を最優 修繕等を実施する。
し，順次実施する。 先とし，順次改善を行った。

【２４０－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 実験研究の高度化，情報化，安全化 【２４０－１】
の観点から，施設パトロールに基づく Ⅲ ・ 施設パトロールを実施し，維持管理計画書
維持管理計画書の更新を行い，順次修 を見直すとともに，教育学部研究棟及び小串
繕等を実施する。 地区臨床研究棟の外壁剥離補修を行った。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(４) その他業務運営に関する重要目標
② 安全管理に関する目標

中 １）研究・実験施設，附属病院等における安全管理・事故防止に関する目標
期 ・ 安全管理の自己責任を全うするため，学生および教職員の安全と健康を守る環境と安全衛生管理体制の整備を図る。
目 ２）学生等の安全確保等に関する目標
標 ・ 学生の勉学，交通，その他生活一般での安全確保のために，意識啓発，相談・指導，研修等を活発化する。

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成19年度計画 状況

中 年 中 年平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定
期 度 期 度

１）研究・実験施設，附属病院 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
等における安全管理・事故防 ・ 安全管理の自己責任を全うするため，全事 でに達成済みの中期目標・
止に関する具体的方策 Ⅲ 業場の安全衛生管理を総合的に検討する体制 計画を引き続き発展・充実

を，次のとおり整備した。 させていく。
【２４１】 １．全事業場に係る，安全衛生管理に関するこ
・ 全事業場の安全衛生管理を とを審議するため山口大学労働安全衛生委員
総合的に検討する体制を整備 会を設置した。
し，毎年度，法令に基づく調 ２．有機溶剤，特定化学物質，高圧ガス，放射
査・点検や事故防止のための 性物質，劇物・毒物，特別管理廃棄物及び設
研修などを各事業場で着実に 備機械の安全関係のデータを管理するための
実施する。 安全管理システムを構築した。

３．労働安全衛生法への対応等の全学の安全衛
生対策に係る事務を支援するため安全衛生対
策室を設置した。

４．安全衛生に関する，全学共通マニュアル及
び各部局独自のマニュアルを作成した。

５．学生の安全衛生教育を担保するため，各部
局等に安全衛生実施報告書を提出させるシス
テムを設けた。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．大学の安全衛生活動の推進のため作成して
いる全学マニュアル「安全・衛生と健康のて
びき」に「リスクアセスメント」の章を追加
する等整備を行い，平成２０年度版として発
行した。

２．部局の安全・衛生に関するマニュアルにつ
いては，教育学部及び工学部で平成２０年度
用として改訂版を発行した。また，工学部で
は「毒物及び劇物取扱いの手引き」を新規に
発行した。

３．平成２０年１月，あらゆる感染症に対する
予防及び対策を行うため，「国立大学法人山
口大学ＳＡＲＳ対策室」及び「国立大学法人
山口大学新型インフルエンザ対策室」を廃止
し，新たに「国立大学法人山口大学感染症対
策室」を設置した。

１．各事業場において，作業環境測定及び定期
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自主点検を着実に実施した。

２．各事業場で職場巡視を実施し，当該部局等
に対して安全衛生状態報告書を送付するとと
もに，指摘事項等の改善状況を確認した。

１．吉田，小串の２地区において，普通救命講
習会を実施した。

２．メンタルヘルスの講習会を吉田，小串，常
盤の３地区で，安全衛生講習会を小串，常
盤の２地区で，毒物・劇物取扱い講習会を
常盤地区で実施した。

３．係長研修及び新規採用職員研修において，
安全衛生に関する講義を行った。

４．共通教育ＴＡ研修会において，安全衛生
に関する講義を行った。

５．安全衛生管理に必要な人材育成のため「化
学実験室における安全管理指導者の養成」
及び「心の健康づくり研修会」等，外部で
の講習会に職員を派遣した。

１．定期健康診断及び特定業務従事者健康診断
等を実施し，その結果に基づき事後措置を要
する者に対し指導を行った。

２．年度当初に一年間の健康診断実施予定日を
文書で通知するとともに，安全衛生対策室の
Ｗｅｂページにも掲載し，受診を促すととも
に，未受診者に対し口頭により受診の徹底を
行った。

【２４２】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
・ 研究・実験施設，附属院等 ・ 研究・実験施設，附属病院等における危険 でに達成済みの中期目標・
における危険物等の安全管理 Ⅲ 物等の安全管理を徹底し，学内での事故を防 計画を引き続き発展・充実
を引き続き徹底し，学内での 止するため，次の事項を実施した。 させていく。
事故防止に努める。 １．不注意・偶発的事故等防止の「ひやり・は

っと報告」を，総括安全衛生管理者及び衛生
管理者に報告する体制を整え，必要に応じ改
善措置を講じた。また，緊急に改善が必要な
箇所については，人事労務担当副学長から直
接関係部署に改善措置を求めることで効果的
な安全確保に努めた。

２．毎月10日を「山口大学安全の日」とし，職
員等の安全意識の高揚と５Ｓ(整理，整頓，
清掃，清潔，習慣化)等の安全活動の定着化
を図った。

３．山口大学安全週間及び山口大学健康衛生週
間を実施し，職員の安全意識及び健康衛生意
識の向上を図った。

４．山口大学労働安全衛生委員会に化学物質専
門部会を設置し，化学物質の管理を強化した。

５．安全衛生対策室ホームページを作成し，安
全衛生管理に必要な情報の提供に努めた。

【２４２－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 化学物質等のリスクアセスメントに 【２４２－１】
ついて，引き続き検討する。 Ⅲ ・毎年度の取組に加えて，次の取組を実施した。

１．毎月10日の「山口大学安全の日」に，「国
立大学法人山口大学安全衛生だより」を発行
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し，教職員等の安全意識の高揚と５Ｓ(整理，
整頓，清掃，清潔，習慣化)等の安全活動の
定着化を図った。

２．労働安全衛生委員会の化学物質専門部会に
おいて，化学物質管理規則（案）及び化学物
質管理システム（仮称）の導入等について検
討し，同システムを一部の部局で試行した。

２）学生等の安全確保等に関す （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 実験実習時の安全確保に
る具体的方策 ・ 学生と教職員のための全学向け「安全・衛 ついて，整備されたマニュ

Ⅳ 生と健康のてびき」を整備した。また，学生 アルを活用した講習会等を
【２４３】 向けの「安全衛生講習会」教職員向けの「メ 継続し，さらに徹底を促す。
・ 実験・実習時における安全 ンタルヘルス講習会」を実施することで，学
の確保のためのマニュアルを 生と教職員の心身の安全対策を促進してい
充実し，指導を徹底する。 る。また，安全のための実験装置の見直しも

実施されており，共通教育棟改修に際して，
ガス利用を廃し，電気式のHot Stirerへの切
り替えを行った。

【２４３－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 学生の実験・実習中の事故を未然に 【２４３－１】
防ぐため，「安全・衛生と健康のてび Ⅲ ・ 実験・実習の事前安全指導を徹底するとと
き」を活用した実験・実習の前のテス もに，ＴＡ研修会において担当ＴＡに対して，
トを充実する。また，突発的な事故等 「安全・衛生と健康のてびき」を活用したテ
への対応を検討する。 ストを実施した。

【２４４】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 学生の交通安全意識を高
・ 交通安全講習会の実施など ・ 学生の交通安全に対する意識を高めるた めるため，交通安全講習会
により，学生自身の交通安全 Ⅲ め，交通安全講習会を吉田及び常盤地区にお を開催する。
に対する意識を高める。 いて年２回，小串地区において年１回を実施

した。また，交通安全の啓発のため各オリエ
ンテーション及び学内掲示板を利用し学生の
周知に努めた。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 学生の交通安全に対する意識を高めるた
め，吉田，常盤地区においてそれぞれ年２回，
小串地区において１回交通安全講習会を開催
した。なお，全学部に教育国際担当副学長名
で交通安全の啓発の告示を行った。

【２４５】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 各サークル合宿研修を通
・ 課外活動時における安全の ・ 課外活動における安全を確保するため，「課 じ，「課外活動における事
確保のための指導を徹底す Ⅲ 外活動における事故防止ガイドライン」を策 故防止マニュアル」を活用
る。 定し，各サークル毎の安全マニュアルを作成 し，課外活動における学生

させた。体育系サークルは年２回，文化系サ の安全対策を啓発する。
ークルは年１回リーダー研修等を行い，課外
活動の安全確保について指導を行っている。
また，サークル活動施設にＡＥＤを設置する
とともに，ＡＥＤ講習会を実施した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ サークル研修を通じて，各サークルに「課
外活動における事故防止ガイドライン」に添
った指導を行い，併せてＡＥＤ講習会を実施
し，緊急時における対応について周知を行っ
た。
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【２４６】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 中国・四国地区の大学が
・ 学生の社会生活上の安全を ・ 学生の社会生活上の安全を守るため，吉田 連携し，マルチ商法及びカ
守るため，防犯講習会，経済 Ⅲ キャンパスにおいて全学生を対象とした消費 ルト集団に対する情報交換
犯罪被害防止講習会をはじ 者啓発講座及び悪質商法の内容を含む「防犯 を密にし，水際の対策を取
め，相談および指導を強化す 講習会」を実施した。また，全学生を対象と る。
る。 した「学生生活なんでも相談」を設置してお

り，常時学生相談に対応してきた。また，随
時，教育国際担当副学長名で告示を掲示し，
学生の防犯意識の向上を図ってきた。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．学生の社会生活上の安全を守るため吉田地
区において消費者啓発講座及び悪徳商法の内
容を含む防犯講習会を年２回実施した。

２．中国・四国地区国立大学副学長・部課長会
議において，各大学に連絡員を配置し，マル
チ商法，カルト集団等の中国・四国地区大学
との協力体制を取り学生の生活上の安全方策
を採った。

【２４７】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 健康診断の受診率が低い
１．健診日数の増加，健診時間の延長などの工 学部に対して，受診率の向

・ 学生自身の健康管理意識の Ⅲ 夫により，受診率は年々向上している。 上に関して重点的に取り組
向上を図る。 ２．医療講習会について，講習会前後のアンケ む。

ート調査で，学生のニーズを把握しながら必
要な講習会を実施している。

３．保健管理センターの認知度を高めて受診し
やすくし，平成１８年度の利用者は8,324件
に増加した。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
・ 健康診断の受診率の更なる向上のために，
各学部に積極的に働きかけを行った。
（平成１９年度の受診率は，新入生９９．０
％，学部生６５．２％であった。）

・ 体育系サークル学生を対象として医療講習
会「スポーツ障害の予防と処置」を実施した。

・ 平成１９年度から，保健管理センター便り
をWebページに掲載し，広く周知した。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(４) その他業務運営に関する重要目標
③ 大学における情報の安全管理に関する目標

中 １）学内情報セキュリティーの確保に関する目標
期 ・ 学内情報セキュリティーの基本方針を定め，情報の安全確保に努める。
目
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成19年度計画 状況

中 年 中 年平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定
期 度 期 度

１）学内情報セキュリティーの （平成16～18年度の実施状況概略） １．平成２１年度までに，メ
確保に関する具体的方策 １．平成１６年度に，情報セキュリティマニュ ディア基盤センターを対象

Ⅲ アル，対策基準及びポリシーを策定して運営 とするＩＳＭＳ（情報セキ
【２４８】 を始めるとともに，部局毎に講習会を開催し ュリティマネジメントシス
・ 本学の情報セキュリティー た。平成１７年度に，個人情報と情報セキュ テム）の認証取得を行う。
ポリシーの策定，導入，運営 リティ管理の責任体制を明確にするため，対 また，認証取得後は，学内
および評価を行い，情報セキ 策基準の改正を行い，個人情報保護法で求め 他部局にＩＳＭＳ構築のノ
ュリティーレベルの向上に努 られる情報セキュリティ体制の実効性を担保 ウハウを提供し，ＩＳＭＳ
める。 した。 の対象を広げることにより，

２．平成１６年度に，情報セキュリティ緊急時 大学全体の情報セキュリテ
対応基準を策定，導入して，平成１７年度に， ィレベルをいっそう向上さ
その評価を行い，緊急時対応基準を改正して， せる。
緊急事態への即応体制を充実した。 ２．セキュリティ文化の普及

３．平成18年度に，メディア基盤センターを対 を図るため，引き続き情報
象とするＩＳＭＳ（情報セキュリティマネジ セキュリティ講習会を開催
メントシステム）の認証取得に向け，大学情 する。
報機構長を中心にＩＳＭＳ構築プロジェクト
を設置した。また，Ｉ情報セキュリティ監査
人の養成方策の検討を行うとともに，監査責
任者を定めた。

４．セキュリティ文化の普及を図るため，平成
１７年度と平成１８年度に情報セキュリティ
講習会を開催した。また，その内容をＤＶＤ
に収録し，配布した。

【２４８－１】 （平成19年度の実施状況）
・ メディア基盤センターを適用範囲と 【２４８－１】
するISMS（情報セキュリティマネジメ Ⅲ １．ＩＳＭＳ基本方針及びマニュアルを策定す
ントシステム）の本格的な構築に向け るとともに，情報資産の整理を行い，リスク
た取り組みを継続して行う。 アセスメントを実施した。

２．情報セキュリティ講習会を９回開催し，セ
【２４８－２】 キュリティ文化の普及を図った。
・ 情報セキュリティ内部監査を計画
し，実施する。 【２４８－２】

・ メディア基盤センターを被監査部門とする
Ⅳ 情報セキュリティ内部監査計画及び内部監査

実施計画を策定し，監査人のための研修会を
開催して，内部監査を実施した。
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【２４９】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ ネットワーク環境を統括
・ サーバーの集中化を進め， ・ 学内情報ネットワークの高セキュリティ化 及び整備するため，設計や
学内情報ネットワーク上のセ を図るため，教職員用のＷｅｂページや各種 工事に対する監視体制を維
キュリティー管理を学術情報 サーバに対し，メディア基盤センターが提供 持する。
機構で統括する。 する認証サーバの利用を推進するため，認証

機能の統合化を図った。 ・ 高セキュリティ化を図る
①平成１６年度に，全部局レベルでのネット ため，サーバのハウジング
ワーク環境を統括し，ネットワーク整備の （機器預かり），ホスティ
ための手続きを定め，設計や工事に対する ング（機能の貸出）並びに
監視体制を強化した。 大容量サーバの利用の推進

②平成１８年度に，迷惑メールに対応するた を図る。
め，迷惑メール駆除システムを導入し，精
度を高めるため全学メール配送の増強を進
めた。

③情報セキュリティ確保のため，特に平成１
６～１７年度において，学内各所で稼動し
ているサーバを調査するとともに，メディ
ア基盤センターに大容量サーバを強化し，
サーバの集約化と大容量サーバへの統合を
推進した。

④平成１８年度には，高セキュリティ化を図
るため，サーバのハウジング（機器預かり）
を行った。

【２４９－１】 （平成19年度の実施状況）
・ ネットワーク環境の高セキュリティ １．迷惑メール対策として，迷惑メールの「隔
化を推進するため，サーバのハウジン 離サービス」や不要メールの学内流入を抑え，
グ（機器預かり）及びホスティング（機 メールの配送遅延を解消した。
能貸出し）等のサービスメニューを提 ２．メールサーバの設置は，メディア基盤セン
供する。 ター長の管理下で行うこととし，メールの安

定運用のため，サーバを更新した。
３．学内で稼働するサーバのなりすましなどを
防止するため，国立情報学研究所が推進する，
大学間連携のための全国共同電子認証基盤構
築事業に参加し，主要サーバの電子証明書を
整備した。

【２４９－１】
１．大学情報機構の各サーバ室を，各部局のサ

Ⅳ ーバ機器の設置場所として提供するため、ハ
ウジングサービスメニューと申し込みを作成
した。

２．メディア基盤センターのサーバ機器を，各
部局に提供するため，ホスティングサービス
メニューを整理した。

３．これにより，メディア基盤センターがサー
バの管理を一元的に行うことで，セキュリテ
ィーレベルの向上や運用にかかるコストの削
減を推進する。

ウェイト小計
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山口大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(４) その他業務運営に関する重要目標
④ 大学人としてのモラルの確立に関する目標

中 １）大学における倫理規範の確立と人権尊重のための目標
期 ・ 大学人としての倫理と行動規範を定め，遵守する。
目 ・ すべての人の人権を尊重し，性，出生，信条，国籍等による差別のない公正・公平なキャンパス環境の実現を図る。
標

進捗 判断理由（計画の実施状況等） ｳｪｲﾄ
中期計画 平成19年度計画 状況

中 年 中 年平成19年度までの実施状況 平成20～21年度の実施予定
期 度 期 度

１）大学における倫理規範の確 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ ハラスメントの防止及び
立と人権尊重のための具体的 １．「役員及び職員倫理規則」を制定するとと 対策に関する規則，ハラス
方策 Ⅲ もに，セクシュアル・ハラスメントだけでな メント防止・対策に関する

くアカデミック・ハラスメントを含めたハラ ガイドラインを全構成員に
【２５０】 スメント全般の防止・対策を規定した新ガイ 周知する。
・ 大学人に求められる倫理と ドラインを策定し，関係規則の改正を行い，
行動規範を具体的に定め，学 周知した。 ・ 引き続き，研究不正防止
内外に周知・公表する。 のための啓発活動を行う。

２．平成１８年３月に「国立大学法人山口大学
研究者倫理綱領」及び「国立大学法人山口大
学における研究者の学術研究に係る不正行為
に対する措置等に関する規則」を制定した。

【２５０－１】 （平成19年度の実施状況）
・ 山口大学憲章及び山口大学研究者倫 【２５０－１】
理綱領の周知を行う。 Ⅲ １．山口大学憲章及び山口大学研究者倫理綱領

については，ポスターを作成するとともに，
・ ハラスメントの防止及び対策に関す Ｗｅｂページ及び文書並びに新任教員研修会
る規則，ハラスメント防止・対策に関 等で周知徹底を図った。
するガイドラインを全構成員に周知す ２．ハラスメントの防止及び対策に関する規則，
る。 ガイドラインを研修等の機会やＷｅｂページ

を活用して周知徹底した。

・ 研究不正対応委員会を設置するとともに，
Webページ及びポスター等の掲示，教授会等
での研究不正防止に関する説明等の啓発活動
を行った。

【２５１】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
・ 大学構成員全員に対するハ １．ハラスメント防止に関するリーフレットを でに達成済みの中期目標・
ラスメント防止啓発研修の実 Ⅲ 作成し，大学構成員全員に配付した。また， 計画を引き続き発展・充実
施，広報活動等により，アカ ポスターを作成し主要な箇所に掲示し，意識 させていく。
デミック・ハラスメントおよ の高揚を図った。
びセクシュアル・ハラスメン ２．ハラスメントに関する相談員，イコール・
トの防止に努める。 パートナーシップ委員会委員及び調査委員会

委員候補者に対する各研修を実施し，相談窓
口担当者等の資質向上を図った。

３．学生に対しては，４月のオリエンテーショ
ン時にハラスメント防止研修会を各学部等毎
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に実施した。職員に対しては，階層別研修に
おいてハラスメント防止研修を実施するとと
もに，ハラスメント防止啓発のための全学研
修会を開催し，意識啓発を図った。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．ハラスメント防止に関するリーフレットを
作成し，大学構成員全員に配付する。また，
ポスターを作成し主要な箇所に掲示し，意識
の高揚を図った。

２．ハラスメントに関する相談員，イコール・
パートナーシップ委員会委員及び調査委員会
委員候補者に対する研修を実施し，相談窓口
担当者等の資質向上を図った。

３．学生に対しては，４月のオリエンテーショ
ン時にハラスメント防止研修を各学部等毎に
実施した。職員に対しては，階層別研修にお
いてハラスメント防止研修を実施するととも
に，部局毎にハラスメント防止研修会を開催
し，意識啓発を図った。

【２５２】 （平成16～18年度の実施状況概略） ・ 毎年度，平成１９年度ま
・ 構成員相互がキャンパスマ ・ 各種階層研修において，差別のない職場環 でに達成済みの中期目標・
ナーを自覚し合い，大学にふ Ⅲ 境づくりをテーマとしたプログラムを取り入 計画を引き続き発展・充実
さわしい生活環境づくりに努 れた。 させていく。
める。

【平成１９年度年度計画なし】 （平成19年度の実施状況）
１．新規採用職員研修・係長研修において，差
別のない職場環境構築に対する意識を持たせ
ることを目的に，また，将来に向けての障害
者就労の環境作りも見据えて，「障害者と共
に働く環境を築くために」をテーマに学内外
の講師による講義を行った。

２．教育学部附属特別支援学校の生徒をインタ
ーンシップとして２名受け入れた。

ウェイト小計

ウェイト総計
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（４）その他業務運営に関する重要目標に関する特記事項等

Ⅰ 施設マネジメント体制 【平成19事業年度】
１ 施設マネジメント実施体制及び活動状況 １）平成１８年度に制定した「国立大学法人山口大学の施設（建物）使用に関す
【平成16～18事業年度】 る基本方針」に基づき，スペースチャージシステムを導入して，より一層の施
１）平成１６年度，施設担当理事を委員長とする施設環境委員会を設置し，平成１ 設の効率的な運用を推進するため，国立大学法人山口大学の施設使用に関する
８年度，「キャンパス環境改善計画書」を作成して，整備を開始した。 規則（案）を作成し，平成２０年度は全学部で試行し，平成２１年度から完全

２）施設マネジメントの一環として，「山口大学ファシリティ・マネジメントシス 実施することとした。
テム」を導入し，部局単位のエネルギー使用量，施設実態調査情報等のデータベ ２）スペースチャージシステムで産み出されたスペースを助教の専用研究室にも
ースを構築した。 活用することを検討するため，助教の研究室の現状調査を行っている。

３）「環境配慮促進法」及び「省エネ法」に対処するため，平成１７年度に「環境 ３）施設の有効活用推進のための基礎資料として，現有施設の利用状況調査（附
マネジメント対策推進会議」を設置し，「環境報告書」を作成し，公表した。 属病院等を除く）を分析し，その結果をWebページにて公表した。

４）山口大学の施設を，全学的見地から効率的・弾力的に運用するため，平成１８
年度に「国立大学法人山口大学の施設（建物）使用に関する基本方針」を定めた。

４ 施設維持管理の計画的実施状況（施設維持管理計画等の策定状況）
【平成19事業年度】 【平成16～18事業年度】
１）環境マネジメント対策推進会議において，「国立大学法人山口大学における地 １）施設環境を良好な状態で維持し，長寿命化を図ると同時に危険箇所を発見し
球温暖化対策に関する実施計画」を策定した。 て不測の事態を未然に防ぐため，施設環境部職員と当該部局職員による合同の

２）「キャンパス環境改善計画書」に基づき，常盤地区構内通路整備，吉田地区正 施設パトロールを行った。また，この調査に基づく維持管理計画書を作成し，
門周辺整備，小串地区敷地境界塀，また，学生の環境教育の場としてホタル成育 教育研究上の必要性や危険度を総合的に判断のうえ順次整備・改善を行った。
のための水路の整備を行った。 ２）学生・職員によるキャンパスクリーン作戦を夏，秋２回実施し，除草や構内

３）新たな整備手法による整備として，寄附金により吉田地区資料館（990㎡）を 道路側溝の清掃等を行った。
整備した。

【平成19事業年度】
１）施設パトロールを実施し，維持管理計画書を見直すとともに，教育学部研究

２ キャンパスマスタープラン等の策定状況 棟及び小串地区臨床研究棟の外壁剥離補修等を行った。
【平成16～18事業年度】 ２）吉田地区では，屋外環境の維持保全を施設環境部において一元管理すること
１）平成１８年１０月，文部科学省より示された「第２次国立大学等施設緊急整備 により，なお一層の良好なキャンパス環境の確保を図ることとした。
５か年計画」を受けて，６団地のキャンパスマスタープランの見直しを行った。

【平成19事業年度】 ５ 省エネルギー対策等の推進や温室効果ガス排出削減等の環境保全対策の
１）キャンパスマスタープランに基づき，常盤地区総合研究棟，小串地区保健学科 取組状況
実験棟等延約１４，８００㎡の耐震を含む施設の改善整備を計画的に実施した。 【平成16～18事業年度】

１）山口大学主要３地区（吉田，常盤，小串）のエネルギー管理標準を作成し，
これに基づき，高効率冷熱源装置，省エネ型空調システムへの転換を促進する

３ 施設・設備の有効活用の取組状況 とともに，改修工事においては，節水装置や省エネ型照明器具を採用した。
【平成16～18事業年度】 ２）全学及び主要３地区毎（吉田，常盤，小串）の光熱水使用実績を公表し，省
１）既存施設の利用実態調査に基づく面積の再配分を行い，自学自習スペースやコ エネの意識啓発を図った。また，エネルギー使用量の抑制のため，冷暖房使用
ミュニケーションスペース等の学生支援スペース（390㎡），共同利用スペース 期間を限定するとともに，夏季の軽装，冬季の重ね着の励行を促した。
（4,800㎡），学生の自主活動スペース等（2,300㎡）を確保した。 ３）省エネ推進のため，（財）省エネセンターによる省エネルギー診断を受診し

２）山口大学の教育・研究に活用されている現有施設（附属病院を除く）全般につ た。
いて，用途，使用者数，使用頻度及び仕様等の調査を実施した。
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山口大学

【平成19事業年度】 【平成19事業年度】
１）国立大学法人山口大学における地球温暖化対策に関する実施計画を定め，全学 １）例年の危機管理への取組に加えて，全学的・総合的な危機管理態勢の確立に
的にCO2の削減に取り組んでいる。 向け，国立大学法人危機管理対策検討委員会を組織するとともに，山口大学危

２）常盤地区総合研究棟（Ⅲ期）改修工事において，省エネ型照明器具及び空調機 機管理マニュアルの作成に関し，マニュアルの内容について検討した。
を設置し，第１事務局庁舎耐震改修工事では，エネルギー負荷を押さえるため， ２）平成２０年度にＩＳＭＳの認証を取得するため，情報資産の洗い出し，リス
断熱防水を採用した。 クアセスメントの評価等へ経て，平成２０年３月には予備審査を行った。また，

３）平成１８年度に受診した省エネルギー診断結果に基づき，エネルギー放出を抑 平成１９年度においても情報セキュリティ講習会を１１回開催した。特に，平
えるため，ボイラー室内の暖房用配管バルブの保温工事等の改修を開始した。 成１９年度は新任教職員研修会や学生の授業の一コマを使って開催するなど新

しい試みも取り入れた。
Ⅱ 危機管理への対応策の実施状況 ３）迷惑メール対策では，メールの配送状況を分析した結果，利用者に迷惑メー
１ 危機管理の態勢の整備状況 ルを配送しない「隔離サービス」の実施や，休眠メールサーバを整理し不要メ
【平成16～18事業年度】 ールの流入抑制を行い，機能の向上を図るためサーバの更新を行った。
１）平成１６年度に「危機管理指針」を制定し，学長をトップとする「危機管理対
策本部」の設置等を含む危機管理態勢の強化を図った。また，「事件・事故等緊 ２ 研究費の不正使用防止のための体制・ルール等の整備状況
急連絡・通報体制」を策定した。 【平成16～18事業年度】

２）学生の実験・実習の安全性確保のため，ライセンス制（実験・実習に必要な １）公的研究費の管理体制として，最高責任者を学長，統括管理責任者を財務施
最低限の基礎的な知識・技術を認定する制度）を導入するとともに，「安全確保 設担当副学長，部局責任者を各部局長とし，運営・管理していくこととした。
マニュアル」を作成した。 ２）研究上の不正への適切な対応と不正防止に関するルールづくりを目指して，

３）学生の安全を確保するため，オープンキャンパス及び入学試験の実施に際して 「国立大学法人山口大学研究者倫理綱領」及び「国立大学法人山口大学におけ
は，山口県警本部，山口警察署及び宇部警察署と連携するとともに，危機管理対 る研究者の学術研究に係る不正行為に対する措置等に関する規則」を作成し，W
策チームの結成，マニュアルの作成及び保険への加入等を行った。また，入試ミ ebページに公開した。
スを防ぐため，出題，採点及び成績処理にあたっては，入念なチェック体制をと
った。 【平成19事業年度】

４）学生及び教職員の安全と健康を守るため，全学的安全衛生マニュアル「安全・ １）研究費の適正な管理を行うための方策のひとつとして，物品購入等の手続（物
衛生と健康のてびき」を平成１７年度に作成し，学生を含む全構成員に配布した。 品発注から納品検収）に関するルールを見直し，平成１９年４月に「納品検収
平成１８年度は，薬品管理等に関する項目として，全学マニュアルに「薬品を安 センター」を設置した。これにより，発注・検収業務について当事者以外によ
全に使うために」の章を追加し，配布した。 るチェックが有効に機能する体制を構築した。

５）平成１７年度に名札（ICカード）による入退館管理システムを導入し，平成１ ２）研究費の適正かつ効率的な管理・監査体制を構築・整備するために，平成１
８年度は共通教育棟に適用を拡大して危機管理機能を強化した。また，平成１６ ９年７月に公的研究費の管理・監査体制の整備に関する検討ＷＧを設置し，平
年度から，消防法及び労働安全衛生法に照らした職場内の環境整備を推進するた 成１９年１０月に「国立大学法人山口大学における競争的資金等の不正防止に
め，屋内外の物品の撤去等を学内に周知・徹底するとともに，実態調査を実施し， 関する規則」及び「国立大学法人山口大学職員の公的研究費の使用に関する行
部局長会議で調査結果を報告した。 動規範」を制定し，全職員へ通知するとともにWebページに公表した。

６）平成１６年度，山口大学の代表電話等にかかる不審電話等に対する対策を講じ ３）公的研究費の不正に関する通報窓口及び相談窓口を設置し，全職員へ通知す
た。平成１７年度に，個人情報保護の観点から，「個人情報保護に関する基本方 るとともにWebページに公表した。また，科学研究費補助金説明会において，公
針」を作成するとともに，全教職員に対して，「個人情報に係る教育研修会」を 的研究費の不正使用防止に関する啓発を行った。
開催した。また，「公益通報取扱規則」を制定し，公益通報者に対する保護体制 ４）不正防止対策室を設置し，平成２０年３月に「国立大学法人山口大学におけ
を整備した。 る公的研究費の不正防止計画」を策定して，全職員へ通知するとともにWebペー

７）平成１７年度，メディア基盤センターでは，情報セキュリティマネジメントシ ジに公表した。
ステム（ISMS）の導入ため，同センターを対象としたシステムの構築を開始し，
平成１８年度には機構長をトップとしたＩＳＭＳ構築プロジェクトを設置し，タ
イムスケジュールの策定や必要な文書の整理等の工程管理を行った。また，情報
セキュリティ文化の普及を図るため，平成１７年度から平成１８年度において，
学生や教職員を対象に情報セキュリティ講習会を複数回開催し，その内容はeラ
ーニング教材として活用するため，センターのWebページから配信するとともに，
ＤＶＤ化して学内関係部署へ配布した。
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